
感染症指定医療機関について

（参考） 感染症指定医療機関と感染症類型の関係

（概 要）

厚生労働大臣又は都道府県知事は、新感染症、一類感染症及び二類感染症の患者の医療を

担当する感染症指定医療機関（一定の基準に合致する感染症指定病床を有する医療機関）を指

定する。
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特定感染症指定医療機関

・厚生労働大臣が指定
・全国に数箇所
・新感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する

・都道府県知事が指定
・原則として２次医療圏域毎に１箇所
・二類感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する

・都道府県知事が指定
・原則として都道府県域毎に１箇所

・一類感染症の患者の入院医療を担当できる基準に合致する病床を有する

第一種感染症指定医療機関

第二種感染症指定医療機関

・都道府県知事が指定
・結核の患者の通院医療を担当できる医療機関
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